
 

医療法人 南嶺会 勝連病院 2024.6 

当院の施設基準に関する告示 
 

 

◆ 精神病棟入院基本料（１５対１） 

◼ １日に看護を行う看護職員の数は常時、当該病棟の入院患者様の数に対し１５対１の割合で勤務しています。 

◼ 看護補助加算１：当該病棟の看護補助者数は入院患者様の数に対し３０対１以上の割合で配置しています。 

◼ 看護補助体制充実加算２：看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する十分な体制を有しています。 

◼ 診療録管理体制加算３：当院では委員会を設置し、適切に診療録を取り扱う体制を整えています。 

◼ 看護配置加算：７０％以上看護師を配置しています。 

◼ 療養環境加算：２病棟においては、１病床あたり８㎡以上の広さを確保しています。 

◼ 精神科身体合併症管理加算：身体合併の治療は、精神科医と内科医が協力して治療を行います。 

◼ データ提出加算２イ及び４イ： 

厚生労働省が実施している DPC調査に参加し、患者様の情報を匿名化したデータを提出しています。 

 

◆ 特殊疾患病棟入院料２ 

◼ １日に看護を行う看護職員及び看護補助者の数は常時、当該病棟の入院患者様の数に対し１０対１の割合で

勤務しています。 

◼ データ提出加算２イ及び４イ： 

厚生労働省が実施している DPC調査に参加し、患者様の情報を匿名化したデータを提出しています。 

 

◆ 認知症治療病棟入院料１ 

◼ １日に看護を行う看護職員及び看護補助者の数は常時、次の割合で勤務しています。 

▪ 看護職員の数は当該病棟の入院患者様の数に対し２０対１の割合で勤務しています。 

▪ 看護補助者の数は当該病棟の入院患者様の数に対し２５対１の割合で勤務しています。 

◼ 認知症夜間対応加算：夜間の看護要員は３名以上配置しています。 

◼ 精神科身体合併症管理加算：身体合併の治療は、精神科医と内科医が協力して治療を行います。 

◼ データ提出加算２イ及び４イ： 

厚生労働省が実施している DPC調査に参加し、患者様の情報を匿名化したデータを提出しています。 

 

 

 

 

 

◆ ＣＴ撮影（１６列以上６４列未満のマルチスライスＣＴ） 

◆ 認知症患者リハビリテーション料 

◆ 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ） 

◆ 廃用症候群リハビリテーション料（Ⅲ） 

◆ 運動器リハビリテーション料（Ⅲ） 

◆ 精神科作業療法 

◆ 医療保護入院等診療料 

◆ 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ 

◆ 入院ベースアップ評価料２１ 
 

 

 

 

 

◆ 入院時食事療養（Ｉ） 

◼ 「入院時療養（I）」の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時 

（夕食については午後６時以降）適温で提供しています。 

基本診療料： 

特掲診療料： 

入院時食事療養費・生活療養費： 


